
歯周疾患検診

令和8年度国民年金保険料免除・
納付猶予の申請について

国保年金課 健康づくり班　☎889-7381問

国保年金課　☎889-1798問

　指定歯科医院でお口のチェック（歯周疾患検診）ができます。

　日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づ
けられていますが、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が「免除」ま
たは「猶予」される制度があります。窓口申請のほか、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利
用して電子申請が可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※ この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害
基礎年金の受給資格を確保することができます。
※ 保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること（追納）がで
き、追納することで将来受け取る年金額を増額することができます。

期間  令和9年3月31日まで

料金  1,000円（町補助額3,500円）生活保護受給者は無料
申込   ちむぐくる館にて「歯周疾患検診受診券」を受け取り

後、指定歯科医院へ直接電話予約
必要書類   本人確認書類（免許証等） 

※生活保護受給の方は被保護証明書も必要

対象  下記の生年月日に該当する方
●20歳（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
●30歳（平成8年4月1日～平成9年3月31日）
●40歳（昭和61年4月1日～昭和62年3月31日）
●50歳（昭和51年4月1日～昭和52年3月31日）
●60歳（昭和41年4月1日～昭和42年3月31日）
●70歳（昭和31年4月1日～昭和32年3月31日）

指
定
歯
科
医
院

みなみ歯科医院　 ☎888-1482
よなみね歯科クリニック ☎800-7005
まじきな歯科クリニック ☎996-1506

みのる歯科 ☎888-5489
メディカルプラザ歯科 ☎888-6480
メイプル歯科 ☎894-6890

オキナワ・デンタルオフィス ☎888-2087

受付開始   7月1日（水） 受付場所   役場1階 国保年金課
必要書類   身分証（例:運転免許証、マイナンバーカード）
※ 令和7年1月以降に離職がある場合は、離職票も持参ください。

対象期間   令和8年7月～令和9年6月まで
※ 過去期間については、2年1か月前まで申請できますが、申請が
遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合が
ありますので、すみやかに申請をしてください。

詳しくは
こちらから
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